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※上記日程以外は、大田原県税事務所での申請になります。

継　　続

更 新

農業用軽油免税証の交付申請受付のお知らせ

那須地域就農支援ネットワーク会議では、大田原市・那須塩原市・那須町で就農（Ｕターン・新規参入な
ど）を考えている方を対象に、農業経営開始までのプロセスや作目の選定、就農支援制度に関する相談会を
開催します。
■日　程　１月１５日（日）　　■場　所　那須農業振興事務所　　■申込期限　１月１１日（水）
■時　間　〇午前の部　午前１０時～正午(受付：午前９時４５分～１１時１０分)
　　　　　〇午後の部　午後１時～３時(受付：午後０時４５分～２時１０分）
■申込先・問合せ　那須農業振興事務所経営普及部経営指導担当　☎０２８７‐２２‐２８２６
　　　　　　　　（平日午前８時３０分～午後５時）※原則事前申し込み。オンライン相談可。

令和５年分農業用軽油免税証の交付申請受付を次のとおり行います。申請の際は、新型コロナウィルス感
染拡大防止対策にご協力をお願いします。
また、令和４年に免税証の交付を受けた方は、手続きの際に免税軽油の取引等にかかる報告書（納品書や
請求書等を添付）を提出してください。
■申請について
①受付時間になりましたら、受付順に申請時間を指定します。指定された時間に再来場していただき交付申
請を行います。（混雑状況によっては、下記受付時間前に受付を終了する場合があります）
②一括交付会場（文化センター）での追加の申請は１月１３日（金）午後の受付時間に行います。
・追加申請分の免税証は３月１３日（月）から大田原県税事務所で交付します。
・初めて申請をする方は、事前に大田原県税事務所まで連絡してください。
③当日は検温のうえ、体調の優れない方や一週間以内に発熱等の症状があった方は、後日申請する等の対応
をお願いします。また、会場でのマスクの着用にご協力ください。
④大田原県税事務所で申請する場合には事前予約が必要です。
　事前予約は一括交付会場、または２月９日（木）から電話（☎0287-23-4172）で受け付けます。
⑤大田原県税事務所は２月２５日（土）に移転予定です。
　[移転先]大田原市本町２丁目２８２８－４（那須野が原ハーモニーホール向い）

※１　初めて申請する方、使用者証を紛失した方は事前に大田原県税事務所に必要書類の確認をしてください。
※２　面積が増えた場合や追加の申請をする場合に必要です。
(交付申請会場で耕作証明書は発行しません。事前に農業委員会が発行する耕作証明書をご用意ください)
■問合せ　〇大田原県税事務所☎０２８７－２３－４１７２　　〇農林振興課農政係☎７２ー６９１１

那須地域就農相談を開催します

■日程（同一町内であれば、他の指定日でも交付は可能です）

■必要書類

○

○

○

○

耕作証明書
（300円）報告書

○

○

納品書等使用者証区　分 機械のカタログ等
(型式･馬力確認)

交付手数料
（420円）

○
（機械に変更がある場合）

○（※２）
―

○

指定交付日 受　付　時　間 会　　場 対　象　地　区

芦野

伊王野

高久・田中

田代・高原・室野井

上記以外の地区

文化センター
小ホール

午前9時15分～11時30分

午後1時～3時

午前9時15分～11時30分

午後1時～3時

午前9時15分～11時30分

午後1時～3時

１月１１日(水)

１月１２日(木)

１月１３日(金)

※受付時間まで会場
に入ることはできま
せん。また、時間前
に来場しても先に受
付はできません。
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